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令和３年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

 

 

 詳細は、別紙「令和３年度決算書（案）」のとおり。 

議 案 第 １ 号 

 



令和４年６月２９日 

 

 

 

令和４年度補正予算（第一次） 

 

 

   下記のとおり令和４年度補正予算（第一次）を提出する。  
 

記 

 

１．補正金額 

（１）収入：37,283 千円 

（２）支出：37,283 千円 

 詳細は、別紙のとおり 

  

 

議 案 第 ２ 号 



１．令和４年度補正予算（第一次）総括

(1) 第一次補正額は37,283千円となる。

(2) 補正後予算額の資金収入合計は1,509,124千円、資金支出合計は1,499,435千円となる。

２．支出補正内容

(1) 都(区)子供食堂推進補助金交付事業

助成金支出 24,200千円

(2) 生活困窮者自立相談支援センター運営

人件費支出
事務費支出
積立資産支出

3,146千円

(3) 生活福祉資金特例貸付事務

人件費支出
事務費支出
固定資産支出

9,452千円

(4) 進学準備支援事業

事務費支出
助成金支出

485千円

生活困窮者自立支援金の申請受付期間延長による申請受付業
務の経費を増額する。

東京都の助成基準の変更により、子ども食堂の取組を支援す
る助成金を増額する。

新型コロナウィルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付の
申請受付期間延長による経費を増額する。

進学応援給付金の希望者が当初想定より多かったため経費を
増額する。（６人→１０人）



３．収入補正内容

(1) 都(区)子供食堂推進補助金交付事業

経常経費補助金収入 24,200千円

(2) 生活困窮者自立相談支援センター運営

受託金収入 3,146千円

(3) 生活福祉資金特例貸付事業委託費

受託金収入 9,452千円

(4) 進学準備支援事業

取崩収入 485千円
進学応援給付金を支出するため、子ども福祉基金積立資産を
取崩す。

区受託仕様変更により、世田谷区受託金を増額する。

新型コロナウィルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付事
業委託が追加交付されるため、東社協受託金を増額する。

子ども食堂の取組支援による世田谷区補助金を増額する。
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報 告 事 項  
  
  
  
 

 
  



     令和４年６月２９日 

総 務 課 

 

 

令和３年度事業報告について 

 

 

詳細は、別紙「令和３年度事業報告書」のとおり。  
 

 

 

 

 

 

報 告 事 項 １ 



令和４年６月２９日 

総 務 課 

 

 

予算の流用について 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会経理規程第１９条に基づき、予算の流用

を行ったため、その内容を報告する。  
 

 

 

１．内容及び金額 

（１）令和３年度予算流用一覧（決算時） 

※経理規程第１９条第２項に基づき、直近の理事会へその旨を報告し、予

算の補正の必要性について検討する。 

 

 （２）令和４年度予算流用一覧 

   

 

 

 

報 告 事 項２ 



令和4年3月31日

（単位：円）

大 中 大 中

人件費支出 職員給料支出 1,429,000 人件費支出 職員賞与支出 1,429,000

人件費支出 法定福利費支出 116,000 人件費支出 職員賞与支出 116,000

人件費支出 非常勤職員給与支出 56,000 人件費支出 法定福利費支出 56,000 賞与支給率の増による法定福利費の増

事務費支出 保険料支出 35,000 事務費支出 賃借料支出 35,000
エアコンの故障による石油ストーブレンタル
費用および駐車場代の増。

事務費支出 保険料支出 1,422,000 事務費支出 事務消耗品費支出 1,422,000 本部レイアウト変更に伴う物品購入

事務費支出 保険料支出 60,000 事務費支出 事務消耗品費支出 60,000 職員増による職員ロッカー購入費用

事務費支出 業務委託費支出 72,000 事務費支出 通信運搬費支出 72,000 モバイルルーター通信料の増

事務費支出 業務委託費支出 33,000 事務費支出 手数料支出 33,000
本部レイアウト変更に伴う物品引き取り手数
料

事務費支出 渉外費支出 127,000 その他支出
退職給付引当資産
支出

127,000 職員の昇給昇格の増による

事務費支出 印刷製本費支出 33,000 事務費支出 事務消耗品費支出 33,000 会費払込票印刷ソフトの購入費用

事務費支出 印刷製本費支出 7,000 事務費支出 通信運搬費支出 7,000 特別会員・法人会員あて払込票送付郵券の増

事務費支出 業務委託費支出 2,000 事務費支出 水道光熱費支出 2,000 本部事務所水道光熱費の増

事務費支出 事務消耗品費支出 37,000 事務費支出 手数料支出 37,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 事務消耗品費支出 32,000 事務費支出 業務委託費支出 32,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 手数料支出 1,000 事務費支出 雑支出 1,000 定期預金利息計上誤りによる

事務費支出 旅費交通費支出 12,000 人件費支出 職員給料支出 12,000
バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

事務費支出 通信運搬費支出 3,000 事務費支出 手数料支出 3,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 保守料支出 2,000 事務費支出 業務委託費支出 2,000 Windows10大型アップデート対応経費

事業費支出 業務委託費支出 1,000 事務費支出 租税公課支出 1,000
社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞおよびﾌｰﾄﾞｼｪｱｳｪﾌﾞｻｲﾄ「せたべ
る」の契約用印紙代の不足。

事業費支出 業務委託費支出 290,000 人件費支出 職員賞与支出 290,000 賞与支給率の増

事業費支出 業務委託費支出 83,000 人件費支出 法定福利費支出 83,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

地域福祉事業サービス区分

人件費支出 職員給料支出 354,000 人件費支出 職員賞与支出 354,000 賞与支給率の増

人件費支出 職員給料支出 1,090,000 人件費支出 職員賞与支出 1,090,000

人件費支出 職員給料支出 479,000 人件費支出 職員賞与支出 479,000

人件費支出 職員給料支出 264,000 人件費支出 法定福利費支出 264,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 職員給料支出 51,000 人件費支出 法定福利費支出 51,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 15,000 人件費支出 法定福利費支出 15,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 職員給料支出 216,000 人件費支出 職員賞与支出 216,000 賞与支給率の増

人件費支出 職員給料支出 101,000 人件費支出 法定福利費支出 101,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 職員給料支出 19,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

19,000 賞与支給率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 1,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

1,000
バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

人件費支出 非常勤職員給与支出 319,000 人件費支出 職員給料支出 319,000

人件費支出 非常勤職員給与支出 210,000 人件費支出 職員給料支出 210,000

人件費支出 非常勤職員給与支出 168,000 人件費支出 職員賞与支出 168,000 賞与支給率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 160,000 人件費支出 法定福利費支出 160,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 218,000 事務費支出 租税公課支出 218,000 法人消費税の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 131,000 その他支出
法人税、住民税及
び事業税支出

131,000

人件費支出 非常勤職員給与支出 90,000 その他支出
法人税、住民税及
び事業税支出

90,000

事務費支出 保守料支出 191,000 事務費支出 通信運搬費支出 191,000
地区事務局のネットワークが無線から有線に
なったことによる使用料の増。

事務費支出 事務消耗品費支出 5,000 事務費支出 通信運搬費支出 5,000
特技ボランティアあての登録確認票の郵送代
の不足。

事務費支出 渉外費支出 18,000 事業費支出
地区社協活動費支
出

18,000
会費増による地区社協活動費の増

事務費支出 渉外費支出 44,000 事務費支出 保険料支出 44,000
ボランティア保険料の改定と予算計上不足

事務費支出 渉外費支出 34,000 事業費支出
地区社協活動費支
出

34,000
会費増による地区社協活動費の増

事務費支出 渉外費支出 8,000 事務費支出 保険料支出 8,000
ボランティア保険料の改定と予算計上不足

R3年度より法人税が発生したことによる

令和3年度 予算流用一覧（決算時）

拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分
減少科目

減少金額
増加科目

増加金額 流用理由

地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業サービス区分

賞与支給率の増。

賞与支給率の増

職員人事異動による

1／4



大 中 大 中
拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分

減少科目
減少金額

増加科目
増加金額 流用理由

事務費支出 渉外費支出 30,000 事業費支出
地区社協活動費支
出

30,000
会費増による地区社協活動費の増

事務費支出 渉外費支出 36,000 事務費支出 保険料支出 36,000
ボランティア保険料の改定と予算計上不足

事務費支出 渉外費支出 1,000 事業費支出
地区社協活動費支
出

1,000
会費増による地区社協活動費の増

事務費支出 渉外費支出 30,000 事業費支出
地区社協活動費支
出

30,000
会費増による地区社協活動費の増

事務費支出 賃借料支出 34,000 事務費支出 業務委託費支出 34,000 本部事務所清掃委託費の増

事務費支出 保守料支出 189,000 事務費支出 手数料支出 189,000
新型コロナウイルス対策用空気清浄機の導入
およびGoogle用CloudGateUNO導入による

事務費支出 保守料支出 123,000 事務費支出 通信運搬費支出 123,000 インターネット回線利用料の増

事務費支出 賃借料支出 155,000 事務費支出 業務委託費支出 155,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 印刷製本費支出 58,000 事務費支出 通信運搬費支出 58,000 地域事務所携帯電話料金の増

事務費支出 通信運搬費支出 24,000 事務費支出 印刷製本費支出 24,000 地域事務所コピーカウンター料の増

事務費支出 保守料支出 9,000 事務費支出 業務委託費支出 9,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 保守料支出 13,000 事務費支出 手数料支出 13,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 事務消耗品費支出 28,000 事務費支出 業務委託費支出 28,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 賃借料支出 33,000 事務費支出 手数料支出 33,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 福利厚生費支出 2,000 事務費支出 旅費交通費支出 2,000
新型コロナウイルスによる店舗休業期間中の
勤務先変更による

事務費支出 保守料支出 10,000 事務費支出 手数料支出 10,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 保守料支出 7,000 事務費支出 通信運搬費支出 7,000 インターネット回線利用料の増

事務費支出 事務消耗品費支出 7,000 事務費支出 業務委託費支出 7,000 Windows10大型アップデート対応経費。

事務費支出 水道光熱費支出 1,000 事務費支出 賃借料支出 1,000
新型コロナウイルス対策用空気清浄機の導入
およびGoogle用CloudGateUNO導入による

事務費支出 修繕費支出 1,000 事務費支出 業務委託費支出 1,000 本部事務所清掃委託費の増

事務費支出 賃借料支出 110,000 その他支出
法人税、住民税及
び事業税支出

110,000 R3年度より法人税が発生したことによる

事業費支出 消耗器具備品費支出 25,000 事業費支出 保険料支出 25,000
小林ふれあいの家の火災保険料の契約期間を
１年から３年に変更するため。

事業費支出 消耗器具備品費支出 54,000 事業費支出 保険料支出 54,000
上北沢ふれあいの家の火災保険料の契約期間
を１年から３年に変更するため。

事業費支出 諸謝金支出 142,000 事業費支出 業務委託費支出 142,000
なごみの広場ちとふなで講師への支払いが謝
礼金から業務委託費に変更となったため。

事業費支出 消耗器具備品費支出 90,000 事業費支出 業務委託費支出 90,000

事業費支出 消耗器具備品費支出 52,000 事務費支出 保守料支出 52,000

事業費支出 消耗器具備品費支出 9,000 事業費支出 広報費支出 9,000

事業費支出 通信運搬費支出 3,000 事業費支出 広報費支出 3,000

事業費支出 会議費支出 3,000 事業費支出 広報費支出 3,000

事業費支出 手数料支出 11,000 事業費支出 広報費支出 11,000

事業費支出 広報費支出 264,000 その他支出 固定資産取得支出 264,000
ファミサポ利用会員更新フォームの改修によ
る。

事業費支出 通信運搬費支出 1,000 事業費支出 賃借料支出 1,000
地域資源開発事業報告会会場で想定していた
より当日の付帯設備が増えたため。

事業費支出 協力会員活動費支出 3,000 その他支出 徴収不能額 3,000
ふれあいサービスの利用料の職権免除が決定
し、徴収不能発生による。

事業費支出 消耗器具備品費支出 3,000 事業費支出 賃借料支出 3,000
二子玉川地区会館の利用団体が当初の予定よ
り増えたことによる。

事業費支出 賃借料支出 7,000 事業費支出 手数料支出 7,000
自転車購入による引き取り手数料および防犯
登録費用

事業費支出 手数料支出 1,000 事務費支出 旅費交通費支出 1,000 職員の出張旅費の未計上による

事業費支出 手数料支出 1,000 事業費支出
消耗器具備品費支
出

1,000 物品購入の増

事業費支出 手数料支出 1,000 事業費支出
消耗器具備品費支
出

1,000 食の支援の消耗品費の不足

事業費支出 手数料支出 1,000 事業費支出 通信運搬費支出 1,000
食のウェブサイト業者の選定員への資料送付
費用

事業費支出 保険料支出 2,000 事業費支出 手数料支出 2,000 地区サポーターの行事保険料の振込手数料

事業費支出 手数料支出 238,000 事務費支出 租税公課支出 238,000 法人消費税の増

事業費支出 諸謝金支出 264,000 事業費支出
協力会員活動費支
出

264,000
支えあいサービス利用者増による協力会員活
動費の増

事業費支出 手数料支出 6,000 事業費支出 業務委託費支出 6,000 喫茶桜ん房のロールスクリーン設置費用

事業費支出 諸謝金支出 141,000 事務費支出 租税公課支出 141,000 法人消費税の増

その他支出
サービス区分間繰入
金支出

1,070,000 事務費支出 租税公課支出 1,070,000 法人消費税の増

その他支出
サービス区分間繰入
金支出

625,000 その他支出
法人税、住民税及
び事業税支出

625,000 R3年度より法人税が発生したことによる

生活自立支援事業拠点区分

人件費支出 職員給料支出 2,892,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

2,892,000 産休代替で非常勤職員を増員したことによる

人件費支出 職員給料支出 2,029,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

2,029,000 超過勤務の増

ﾌｰﾄﾞｼｪｱｳｪﾌﾞｻｲﾄ「せたべる」製作費および保
守料とPRチラシの作成費用。

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
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大 中 大 中
拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分

減少科目
減少金額

増加科目
増加金額 流用理由

人件費支出 職員給料支出 383,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

383,000 賞与支給率の増

人件費支出 職員給料支出 355,000 人件費支出 法定福利費支出 355,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 職員給料支出 664,000 人件費支出 法定福利費支出 664,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 派遣職員費支出 6,463,000 人件費支出 職員給料支出 6,463,000 特例貸付事務の増による

人件費支出 派遣職員費支出 5,985,000 人件費支出 職員給料支出 5,985,000 超過勤務の増

人件費支出 派遣職員費支出 284,000 人件費支出 職員賞与支出 284,000 賞与支給率の増

人件費支出 派遣職員費支出 635,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

635,000 超過勤務の増

人件費支出 派遣職員費支出 12,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

12,000
バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

人件費支出 派遣職員費支出 481,000 人件費支出 法定福利費支出 481,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 派遣職員費支出 358,000 人件費支出 法定福利費支出 358,000 賞与支給率の増および社会保険料率の増

人件費支出 派遣職員費支出 42,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

42,000 賞与支給率の増

事務費支出 事務消耗品費支出 53,000 事務費支出 保守料支出 53,000 生活福祉資金データーベース保守料の不足。

事務費支出 事務消耗品費支出 17,000 事務費支出 保険料支出 17,000
ぷらっとホーム世田谷、ぷらっとホーム分室
の移転に伴う保険加入による。

事務費支出 旅費交通費支出 1,000 事務費支出 雑支出 1,000 過年度セラサービス会費および入会金

事務費支出 業務委託費支出 713,000 その他支出 固定資産取得支出 713,000 ぷらっとホーム移転用内装改修

事務費支出 保守料支出 25,000 事務費支出 通信運搬費支出 25,000 インターネット回線利用料の増

事務費支出 保守料支出 14,000 事務費支出 業務委託費支出 14,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 保守料支出 42,000 事務費支出 手数料支出 42,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 保守料支出 7,000 事務費支出 通信運搬費支出 7,000 インターネット回線利用料の増

事務費支出 保守料支出 7,000 事務費支出 業務委託費支出 7,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 事務消耗品費支出 1,000 事務費支出 賃借料支出 1,000
新型コロナウイルス対策用空気清浄機の導入
およびGoogle用CloudGateUNO導入による

事務費支出 福利厚生費支出 9,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

9,000

事務費支出 旅費交通費支出 1,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

1,000

事業費支出 諸謝金支出 1,243,000 事業費支出 業務委託費支出 1,243,000
コロナ禍で実施を見合わせていた就労準備支
援事業の講座等を再開したことによる。

事業費支出 旅費交通費支出 174,000 事業費支出 賃借料支出 174,000
就労準備支援事業におけるｺﾛﾅ対策で少人数
開催のための回数増および携帯電話ﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞ

事業費支出 保険料支出 250,000 事業費支出 賃借料支出 250,000
携帯電話レンタル事業の利用者増およびせた
ゼミ会場利用料の増

事業費支出 諸謝金支出 1,520,000 事務費支出 通信運搬費支出 1,520,000
ぷらっとホーム事務所電話代および携帯電話
料金の増

事業費支出 諸謝金支出 635,000 事務費支出 印刷製本費支出 635,000
ぷらっとホーム事務所複合機のコピーカウン
ター料の増

事業費支出 諸謝金支出 161,000 事務費支出 賃借料支出 161,000 ぷらっとホーム事務所複合機のリース料の増

事業費支出 旅費交通費支出 1,733,000 事務費支出 租税公課支出 1,733,000

事業費支出 原材料費支出 653,000 事務費支出 租税公課支出 653,000

権利擁護事業拠点区分

人件費支出 非常勤職員給与支出 22,000 事務費支出 広報費支出 22,000
後見専門員の欠員補充のため、求人広告掲載
による。

人件費支出 非常勤職員給与支出 83,000 事務費支出 保守料支出 83,000 後見センターのシステム強化のため、ライセ
ンスを新たに購入したことによる保守の増。

人件費支出 職員給料支出 134,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

134,000 超過勤務の増

人件費支出 職員給料支出 21,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

21,000
バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

人件費支出 職員賞与支出 92,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

92,000 賞与支給率の増

人件費支出 法定福利費支出 74,000 人件費支出 職員賞与支出 74,000 賞与支給率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 491,000 人件費支出 職員賞与支出 491,000 賞与支給率の増

人件費支出 非常勤職員給与支出 177,000 人件費支出 職員賞与支出 177,000 賞与支給率の増

人件費支出 職員給料支出 72,000 人件費支出 職員賞与支出 72,000 賞与支給率の増

人件費支出 職員賞与支出 135,000 人件費支出 職員給料支出 135,000 超過勤務の増

人件費支出 職員給料支出 230,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

230,000
職員人事異動による

人件費支出 職員給料支出 1,302,000 事務費支出 租税公課支出 1,302,000
法人消費税の増

人件費支出 職員給料支出 273,000 その他支出
法人税、住民税及
び事業税支出

273,000
R3年度より法人税が発生したことによる

人件費支出 非常勤職員給与支出 49,000 事務費支出 租税公課支出 49,000
法人消費税の増

人件費支出 職員給料支出 2,638,000 人件費支出 派遣職員費支出 2,638,000

人件費支出 職員給料支出 760,000 人件費支出 派遣職員費支出 760,000

人件費支出 職員給料支出 9,000 人件費支出 派遣職員費支出 9,000

派遣スタッフを産休代替として雇用したこと
による増。

バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

法人消費税の増

成年後見推進事業サービス区分
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大 中 大 中
拠点区分 ｻｰﾋﾞｽ区分

減少科目
減少金額

増加科目
増加金額 流用理由

事務費支出 手数料支出 20,000 事業費支出 通信運搬費支出 20,000
家裁の指示による被後見人の郵券の現金化お
よび買い取りに伴う通信運搬費の不足。

事務費支出 事務消耗品費支出 1,000 事務費支出 賃借料支出 1,000
新型コロナウイルス対策用空気清浄機の導入
およびGoogle用CloudGateUNO導入による

事務費支出 保守料支出 19,000 事務費支出 手数料支出 19,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 保守料支出 15,000 事務費支出 業務委託費支出 15,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 修繕費支出 5,000 事務費支出 通信運搬費支出 5,000

事務費支出 賃借料支出 4,000 事務費支出 通信運搬費支出 4,000

事務費支出 事務消耗品費支出 4,000 事務費支出 通信運搬費支出 4,000

事務費支出 賃借料支出 27,000 事務費支出 水道光熱費支出 27,000 本部事務所水道光熱費の増

事務費支出 保守料支出 1,000 事務費支出 通信運搬費支出 1,000
成年後見センター事務所通話料の増

事務費支出 保守料支出 13,000 事務費支出 業務委託費支出 13,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 保守料支出 17,000 事務費支出 手数料支出 17,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 修繕費支出 11,000 事務費支出 業務委託費支出 11,000 Windows10大型アップデート対応経費

事務費支出 福利厚生費支出 66,000 人件費支出
非常勤職員給与支
出

66,000
バスチケットの廃止による職員通勤手当計算
方法の変更

事務費支出 印刷製本費支出 9,000 事務費支出 水道光熱費支出 9,000 本部事務所水道光熱費の増

事務費支出 保守料支出 31,000 事務費支出 手数料支出 31,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 保守料支出 20,000 事務費支出 業務委託費支出 20,000

事務費支出 修繕費支出 7,000 事務費支出 業務委託費支出 7,000

事務費支出 旅費交通費支出 850,000 事務費支出 租税公課支出 850,000
法人消費税の増

事務費支出 賃借料支出 10,000 事務費支出 租税公課支出 10,000
法人消費税の増

事業費支出 後見人活動費支出 1,000 事業費支出 手数料支出 1,000
ゆうちょ銀行の料金改定に伴う区民後見人の
損害保険料振込手数料の増。

事業費支出 諸謝金支出 88,000 事務費支出 事務消耗品費支出 88,000
後見センターのシステム「kintone」の入力
画面の機能追加による。

収益事業拠点区分

事務費支出 手数料支出 3,000 事務費支出 租税公課支出 3,000 法人消費税の増

事務費支出 賃借料支出 2,000 事務費支出 手数料支出 2,000
ZOOMﾗｲｾﾝｽ取得および情報資産契約更新およ
び新規追加による

事務費支出 賃借料支出 1,000 事務費支出 業務委託費支出 1,000 Windows10大型アップデート対応経費

その他支出
事業区分間繰入金支
出

264,000 事務費支出 租税公課支出 264,000 法人消費税の増

インターネット回線利用料の増

Windows10大型アップデート対応経費

自動販売機設置事業サービス区分
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令和 4 年 6 月２９日 
総 務 課 

 
社会福祉法第 55 条の２の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について 

 
１． 社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定の趣旨 

平成２８年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第
２１号）による改正後の社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい
う。） においては、平成２９年４月１日以降、法人は、毎会計年度、貸借対照表の
資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に
必要な財産額（以下「控除対象財産」という。）を上回るかどうかを算定しなけれ
ばならないとされている。 

また、これを上回る財産額（以下「社会福祉充実残額」という。）がある場合に
は、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充
実又は新規事業の実施に関する計画（以下「社会福祉充実計画」という。）を策定
し、これに基づく事業（以下「社会福祉充実事業」という。）を実施しなければな
らない。 

 
参考；社会福祉充実計画の策定の流れ 

社会福祉充実計画は、原則として、次の流れに沿って策定する。 

     
（雇児発 0124 第 1 号 社援発 0124 第 1 号 老発 0124 第 1 号 平成 29 年 1 月 24 日） 

報 告 事 項 ３ 



２． 社会福祉充実残額の算定結果 
当法人の令和 3 年度社会福祉充実残額の算定結果は、▲457,540,000 円となり、

社会福祉充実残額が０円以下であるので、社会福祉充実計画の策定は不要となる。 
 
今後の手続きとしては、法第 59 条の第 2 号の「財産目録等」として所轄庁に

届け出する。当算定結果は、他の計算書類とともに、（独）福祉医療機構の財務
諸表等電子開示システムで公開される。 

 
 

【社会福祉充実残額の算定】 
   

【① 利用可能な財産】 
          1,228,870,242 円 
      資産   1,786,149,904 円 
      −負債    554,182,663 円 
      −基本金   3,000,000 円 
      −国庫補助金等特別積立金 
               96,999 円 
 
     【社会福祉充実残額】 
        ▲457,540,000 円(1 万円未満切り捨て) 
       ＝①―（②+⑤） 
 
     参考： 令和 2 年度社会福祉充実残額 
          ▲546,900,000 円 

【控除対象財産】 
②社会福祉法に基づく事業
に活用している不動産等 
   428,378,672 円 
③再取得に必要な財産 
        0 円 
④必要な運転資金 
        0 円 
⑤計画の特例※ 
   1,258,034,549 円 
※特例として、③+④の合計額
が年間事業活動支出を下回る
場合は、②+年間事業活動支出
を控除対象財産とすることが
できる。 

ー 



 

 

令和４年６月２９日 

総 務 課 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正 

 

 

 

１ 一部改正する規程 

（１）処務規程 

 ○主な改正内容 

  ・事務分掌の変更に伴い、「ＩＣＴ（情報通信技術）推進に関すること

（連携推進係との共管）」を経営係から総務係に変更する。 

  ・本年４月より世田谷区の受託事業として「ひきこもり相談支援窓口リン

ク」を開設したことから、生活困窮者自立相談支援センター（ぷらっと

ホーム世田谷）の事務分掌に「ひきこもりの相談・支援に関すること」

を追加する。 

 〇施行年月日 

  令和４年６月７日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

報 告 事 項 ４ 

 



社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会処務規程 

 

第１章  総 則 

 

（目 的） 

第１条 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会（以下「協議会」という。）の事

務局組織及び事務分掌並びに文書の管理について、基本的事項を定めることを

目的とする。 

 

（組 織） 

第２条 事務局に総務課、地域福祉課、連携推進課、地域社協課、権利擁護支援

課、及び自立生活支援課を置く。 

２ 総務課に総務係・経営係を置く。 

３ 地域福祉課に日常生活支援係、ファミリーサポートセンターを置く。 

４ 連携推進課に連携推進係を置く。 

５ 地域社協課に調整係、世田谷地域社会福祉協議会事務所（以下、地域社会福

祉協議会事務所を「地域事務所」という。）、北沢地域事務所、玉川地域事務

所、砧地域事務所、烏山地域事務所を置く。 

６ 権利擁護支援課に成年後見センター（以下、「後見センター」という。）を置

く。 

７ 自立生活支援課に世田谷区生活困窮者自立相談支援センター（以下、「支援セン

ター」という。）を置く。 

 

（職及び職責） 

第３条 事務局に事務局長を置く。 

２ 事務局に事務局次長及び参事を置くことができる。 

３ 事務局に相談助言者を置くことができる。 

４ 事務局長は、会長及び常務理事の命を受け、部下職員を指揮監督し、協議会

の事務を統轄する。 

５ 事務局次長及び参事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。 

 

（課長等の職及び職責） 

第４条 課に課長を置く。 

２ 事務局に副参事を置くことができる。 

３ 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 



４ 副参事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。 

 

（係長等の職及び職責） 

第５条 係に係長を置く 

２ 課に担当係長を置くことができる。 

３ 係に主査を置くことができる。 

４ 地域事務所に地域事務所長を置くことができる。 

５ 日常生活支援係に日常生活支援センター長を置くことができる。 

６ ファミリーサポートセンターに、ファミリーサポートセンター長を置くこと

ができる。 

７ 後見センターに、後見センター所長を置くことができる。 

８ 支援センターに、支援センター所長を置くことができる。 

９ 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。 

10 担当係長及び日常生活支援センター長、ファミリーサポートセンター長、後

見センター所長、支援センター所長は、上司の命を受け、担任の事務を掌理す

る。 

11 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務を処理する。 

12 地域事務所長は、上司の命を受け、地域事務所の事務を掌理する。 

 

（その他の職員の職責） 

第６条 前３条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。 

  

（職層名） 

第７条 職員の職層名は、次のとおりとする。 

参事 副参事 主事 

 

（事務分掌） 

第８条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。 

総務課 

総務係 

（１）理事会・評議員会に関すること 

（２）協議会運営の統括に関すること（各種監査・苦情解決・情報公開・個人情報

保護・文書） 

（３）人材育成に関すること 

（４）災害対策に関すること 

（５）寄付の受領に関すること 



（６）会費徴収の調整に関すること 

（７）ふれあいサービス、支えあいサービス、ふれあい・いきいきサロン、支え

あいミニデイの支払に関すること 

（８）自動販売機に関すること 

（９）ICT 推進に関すること(連携推進係との共管) 

（10）その他協議会の庶務に関すること 

（11）課の庶務に関すること 

（12）係の統括に関すること 

 

経営係 

（１）人事・給与に関すること 

（２）予算・決算・会計・契約・規程整備に関すること 

（３）会計監査に関すること 

（４）係の統括に関すること 

 

地域福祉課 

日常生活支援係 

（１）日常生活支援総合事業に関すること 

（２）ふれあいサービス、支えあいサービスに関すること 

（３）高齢者の不安解消に関すること 

（４）障害者保護就労に関すること 

（５）課の庶務に関すること 

（６）係の統括に関すること 

 

ファミリーサポートセンター 

（１）世田谷区ファミリー・サポート・センター事業に関すること 

（２）子育て支援に関すること 

（３）係の統括に関すること 

 

連携推進課 

連携推進係 

（１）協議会の総合的な計画の策定、実施及び進行管理に関すること 

（２）重要な施策及び特定課題に関する企画、立案及び調整に関すること 

（３）地域福祉に係る調査・研究及び広報に関すること 

（４）高齢者の居場所づくり事業に関すること(調整係との共管) 



（５）ICT 推進に関すること(総務係との共管) 

（６）食支援事業に関すること 

（７）社会福祉法人等のネットワーク推進事業に関すること 

（８）地域福祉推進大会、区民まつりに関すること 

（９）課の庶務に関すること 

（１０）係の統括に関すること 

 

地域社協課 

調整係 

（１）地域福祉コーディネート推進事業に関する連絡調整および推進に関するこ

と 

（２）地区社協活動支援に関すること 

（３）地域支えあい活動に関すること 

（４）ボランティア活動推進に関すること 

（５）地域活動団体助成に関すること 

（６）共同募金に関すること 

（７）子ども食堂支援に関すること 

（８）高齢者の新たな居場所づくり事業に関すること(連携推進係との共管)  

（９）課の庶務に関すること 

（１０）係の統括に関すること 

 

世田谷、北沢、玉川、砧、烏山地域事務所共通の事務 

（１）地区社協活動支援に関すること 

（２）地域支えあい活動に関すること 

（３）ふれあいサービスに関すること 

（４）地区担当の支援に関すること 

（５）地域福祉コーディネート推進事業に関すること 

（６）世田谷区ファミリー・サポート・センター事業に関すること 

（７）地域福祉権利擁護事業に関すること 

（８）地域事務所の統括に関すること 

 

権利擁護支援課 

後見センター 

（１）地域福祉権利擁護事業に関すること 

（２）弁護士無料相談に関すること 



（３）成年後見人研修等に関すること 

（４）区民後見人活動支援に関すること 

（５）区民後見監督に関すること 

（６）調査・研究・広報に関すること 

（７）後見センターの運営に関すること 

（８）課の庶務に関すること 

（９）後見センターの統括に関すること 

 

自立生活支援課 

支援センター 

（１）自立相談・支援に関すること 

（２）就労相談・支援に関すること 

（３）家計相談支援に関すること 

（４）ひきこもりの相談・支援に関すること 

（５）住居確保給付に関すること 

（６）受験生チャレンジ支援貸付に関すること 

（７）生活福祉資金に関すること 

（８）生活困窮の子どもの支援に関すること 

（９）支援センターの運営に関すること 

（10）課の庶務に関すること 

（11）支援センターの統括に関すること 

 

第２章  文書の管理 

 

（文書の処理） 

第９条 文書はつとめて正確、迅速、丁寧に扱い、事務が適正円滑に進められる

よう処理されなければならない。 

 

（簿 冊） 

第１０条 事務局に備え付ける簿冊は次のとおりとする。 

（１）文書収受件名簿 

（２）文書発議件名簿 

（３）文書郵送簿 

（４）規程原簿 

 



（記号と番号） 

第１１条 受発文書は、第２条第１項の組織、第２条第５項の地域事務所の組織

単位で行うこととし、協議会、所属を表す５文字以内の記号と収又は発の記号

を付し、番号を記入しなければならない。ただし、軽易な文書は、この限りで

ない。 

２ 文書の記号は、総務課において登録するものとする。 

３ 文章の記号を新たに設けるときは、総務課長に協議しなければならない。 

４ 文書の収発番号は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

５ 番号は事案の完結に至るまで同一の番号を用いなければならない。 

 

（起 案） 

第１２条 すべて事案の処理は文書による。 

２ 文書の起案は起案用紙により、平易明確に起案しなければならない。 

３ 起案文書には、起案の理由及び事案の経過を明らかにする関係書類を添付し

なければならない。 

 

（番号記入） 

第１３条 収受文書により起案する場合はその収受番号を、収受番号によらない

で起案する場合はその発議番号を、それぞれ起案文書の番号とする。 

 

（処理状況の明確化） 

第１４条 すべて文書は、文書収受件名簿及び文書発議件名簿によって、その処

理状況を明らかにしておかなければならない。 

  

（印章の押印） 

第１５条 文書に印章を押印する場合は、印章規程に基づいて行わなければなら

ない。 

 

（文書の整理及び保存） 

第１６条 文書は常に整理し、重要なものは非常災害時にいつでも持ち出しので

きるようにあらかじめ準備し、紛失、火災及び盗難等の予防を完全にしなけれ

ばならない。 

２ 完結された文書は、必要に応じて活用に供されるよう仕分け整理のうえ、保

存しておかなければならない。 

 



（文書の保存年限） 

第１７条 文書の保存年限は次の４種とする。 

（１）長期保存 

（２）１０年保存 

（３）５年保存 

（４）１年保存 

 

（長期保存文書） 

第１８条 次の文書は長期保存とする。 

（１）設立に関する文書 

（２）理事会議事録、評議員会議事録 

（３）事業報告書、財務諸表 

（４）役員名簿、評議員名簿 

（５）事務局職員の履歴書 

（６）出勤簿、出張命令簿及び年次休暇整理簿 

（７）前各号のほか長期保存を必要とする文書 

 

（１０年保存文書） 

第１９条 次の文書は１０年保存とする。 

（１）収入支出に関する帳簿 

（２）収入支出の証拠書類 

（３）補助金及び助成金の関係書類 

（４）契約関係書類 

（５）給与台帳 

（６）前各号のほか１０年保存を必要とする文書 

 

（５年保存文書） 

第２０条 次の文書は５年保存とする。 

（１）事業計画書及び予算書 

（２）文書収受件名簿、文書発議件名簿及び文書郵送簿 

（３）事務引継ぎ書 

（４）前各号のほか５年保存を必要とする文書 

 

（１年保存文書） 

第２１条 次の文書は１年保存とする。 



（１）事務局職員の勤務に関する願出書類 

（２）一時の処理に属する往復文書及び報告書の類 

（３）前各号のほか１年保存を必要とする文書 

 

（委 任） 

第２２条 この規程の実施上必要な事項は、会長が定める。 

 

 付 則 

 この規程は、昭和６１年１０月１４日から施行し、昭和６１年１０月１６日か

ら適用する。 

    

付 則（昭和６２年５月２６日改正） 

この規程は、昭和６２年５月２６日から施行し、昭和６２年４月１日から適用

する。 

 

付 則（平成元年３月２７日改正） 

第２条第１項及び第４条は、平成元年３月２７日から施行し、平成元年４月１

日から適用する。 

 

付 則（平成３年３月２９日改正） 

 この規程は、平成３年３月２９日から施行し、平成３年４月１日から適用す

る。 

    

 付 則（平成５年３月２９日改正） 

 この規程は、平成５年３月２９日から施行し、平成５年４月１日から適用す

る。 

    

付 則（平成６年３月２９日改正） 

１．この規程は、平成６年３月２９日から施行し、平成６年４月１日から適用す

る。 

２．この規程の適用日において、すでに次長を置いてある場合は、第３条第５項

の規定によるものとする。 

 

付 則（平成７年３月２９日改正） 

１．この規程は、平成７年３月２９日から施行し、平成７年４月１日から適用す



る。 

２．この規程による「デイ・ホーム弦巻」については、平成７年８月３１日まで

の間「デイ・ホーム弦巻開設準備室」とする。 

 

 付 則（平成９年３月２８日改正） 

この規程は、平成９年３月２８日から施行し、平成９年４月１日から適用す

る。 

 

付 則（平成１０年１０月９日改正） 

  この規程は、平成１０年１０月９日から施行する。 

付 則（平成１１年３月２６日改正） 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１２年３月２８日改正） 

 この規程は、平成１２年３月２８日から施行し、平成１２年４月１日から適用

する。 

 

 付 則（平成１３年３月２７日改正） 

１．この規程は、平成１３年３月２７日から施行し、平成１３年４月１日から適

用する。 

 

 付 則（平成１５年３月２５日改正） 

１．この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

 付 則（平成１７年３月２９日改正） 

１．この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

２．前項の施行日前に付番した収受文書の番号は変更せず、継続して使用する。 

 

 付 則（平成１７年１０月４日改正） 

１．この規程は、平成１７年１０月４日から施行し、平成１７年１０月１日から

適用する。 

 

附 則（平成１８年３月２９日改正） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 



附 則（平成１９年３月２９日改正） 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２１年３月３０日改正） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年３月２２日改正） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

附 則（平成２５年３月２１日改正） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年１０月１０日改正） 

この規程は、平成２５年１０月１０日から施行し、平成２５年４月１日から適用

する。 

 

附 則（平成２６年月３月２４日改正） 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２６年１０月２日改正） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年３月２６日改正） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年３月２４日改正） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年９月２８日改正） 

１ 第２条・第３条・第４条については、平成３０年９月２８日から施行し、平

成３０年４月１日より適用する。 

２ 第４条のうち世田谷、北沢、玉川、砧、烏山地域事務所共通の事務について

は平成３０年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成３１年３月２５日改正） 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月１７日改正） 



この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年１１月１２日改正） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月１６日改正） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月１４日改正） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年６月７日改正） 

この規程は、令和４年６月７日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
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1
）
係
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
 

 経
営
係
 

（
１
）
人
事
・
給
与
に
関
す
る
こ
と
 

（
２
）
I
C
T
推
進
に
関
す
る
こ
と
(
連
携
推
進
係
と
の
共
管
)
 

（
３
）
予
算
・
決
算
・
会
計
・
契
約
・
規
程
整
備
に
関
す
る
こ
と
 

（
４
）
会
計
監
査
に
関
す
る
こ
と
 

（
５
）
係
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
 

 連
携
推
進
課
 

連
携
推
進
係
 

 （
事
務
分
掌
）
 

第
８
条
 
同
左
 

総
務
課
 

総
務
係
 

（
１
）
～
（
８
）
同
左
 

（
９
）
I
C
T
推
進
に
関
す
る
こ
と
(
連
携
推
進
係
と
の
共
管
)
 

（
1
0
）
同
左
 

（
1
1
）
同
左
 

（
1
2
）
同
左
 

 経
営
係
 

（
１
）
同
左
 

削
除
 

（
２
）
同
左
 

（
３
）
同
左
 

（
４
）
同
左
 

 連
携
推
進
課
 

連
携
推
進
係
 

      事
務

分
掌

の
変

更
の

た
め

追
加

し
、
１
号
繰
り
下

げ
る
 

   事
務

分
掌

の
変

更
の

た
め

削
除

し
1
号
繰
り
上
げ

る
 

   



（１）～（４）省略 

（５）ICT 推進に関すること(経営係との共管) 

（６）～（10）省略 

 

 

 

自立生活支援課 

支援センター 

（１）～（３）省略 

 

（４）住居確保給付に関すること 

（５）受験生チャレンジ支援貸付に関すること 

（６）生活福祉資金に関すること 

（７）生活困窮の子どもの支援に関すること 

（８）支援センターの運営に関すること 

（９）課の庶務に関すること 

（10）支援センターの統括に関すること 

 

 

（１）～（４）同左 

（５）ICT 推進に関すること(総務係との共管) 

（６）～（10）同左 

 

 

 

自立生活支援課 

支援センター 

（１）～（３）同左 

（４）ひきこもりの相談・支援に関すること 

（５）同左 

（６）同左 

（７）同左 

（８）同左 

（９）同左 

（10）同左 

（11）同左 

 

附 則（令和４年６月７日改正） 

この規程は、令和４年６月７日から施行し、令和４年

４月 1日から適用する。 

 

 

事務分掌の変

更のため担当

係名を変更す

る 

 

 

 

 

新たな事務分

掌を追加し１

号繰り下げる 

 



 
 

令和４年６月２９日 

連 携 推 進 課 

 

第２０回地域福祉推進大会について 

 

  令和４年度 第２０回地域福祉推進大会の企画・調整に向けた実行委員を設置するため、

各地域社協福祉推進協議会に実行委員の推薦を依頼したところ、以下の通り回答があった

ので報告する。 

 

１． 第２０回地域福祉推進大会実行委員 

世田谷 川﨑 惠美子 世田谷地域社協福祉推進協議会副会長 太子堂地区社協会長 

北沢 佐藤 由美子 北沢地域社協福祉推進協議会副会長 松沢地区社協会長 

玉川 松本 由利 玉川地域社協福祉推進協議会委員 上野毛地区社協会計 

砧 綱木 雅敏 砧地域社協福祉推進協議会副会長 船橋地区社協会長 

烏山 並木 正道 烏山地域社協福祉推進協議会委員 烏山地区社協会計 

事務局 長岡 光春 事務局長 

                                   （敬称略） 

２． 今後の予定 

  ５月３０日（月）   第１回実行委員会（開催方法の検討）※ 

  ７月         第２回実行委員会（企画の検討） 

  ８月         第３回実行委員会（予備：必要に応じて開催） 

  ９月～１０月     周知 参加者募集 

  １１月初旬      第４回実行委員会（当日の役割分担） 

  １１月２７日（日）  実施 

  １２月        第５回実行委員会（次回に向けた反省） 

 

※開催方法の検討について（第１回実行委員会） 

第１７回大会（令和元年度）の来場者は約 860 名と、大人数の集客を伴う事業であ

ることから、コロナ禍の第１８回・１９回大会はやむなく中止となった。 

第２０回大会は ZOOM 等、オンラインの活用も視野に入れた大会の運営を実行委員

会で再度検討する。 

 

 

報 告 事 項 ５ 



報告事項６ 

  令和４年６月２９日 

総 務 課                        

 

 

 

役員等賠償責任保険契約の決定について 

 

 

 

 「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施

行（令和３年３月１日）に伴う改正社会福祉法第４５条の２２の２の規定（一般社団・

財団法人法第１１８条の３の準用）に基づき、本会が締結する役員等賠償責任保険契

約の内容等について令和４年６月７日開催の令和４年度第２回理事会にて決議され

たため報告する。 

 

 

１．契約内容 

 （１）保険会社    東京海上日動火災保険株式会社 

 （２）被保険者    本会理事・監事・評議員 

 （３）保険の名称   役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏマネジメントパッケージ（経営

責任総合補償特約条項付帯 会社役員賠償責任保険） 
 （４）保険期間    １年間 

（令和４年７月１日午後４時～令和５年７月１日午後４時） 

 （５）保険料     １３２,０９０円 

 （６）保険金の支払事由および支払限度額 

    ①支払事由   被保険者である理事、監事、評議員等がその地位に基づき

行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求

がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟

費用等。 

    ②支払限度額  ３億円 

 

 







 

 

 

 

１ ． 本保険は、 役員等が行っ た行為（ 不作為を含みます） に起因し て、 役員等に対し て損害賠償請求がなさ
ų ų れたこ と により 役員等が被る「 法律上の賠償責任」 「 争訟費用」 に対し て、 保険金を 支払います。 また、
ų 「 言いがかり 的な訴訟」 にも 対応いたし ます。

２ ． 損害賠償請求が提起さ れる「 おそれの生じ た状況」 であっ ても 弁護士に相談し た場合の弁護士相談費用
ų ų 等所定の損害賠償請求対応費用を補償いたし ます。

３ ． ハラ スメ ント 、 不当解雇、 過労死、 過労自殺等の従業員の方と のト ラ ブルにより 、 従業員から 役員の皆
ų ų 様個人に対し て慰謝料請求等の訴訟が提起さ れた場合にも 対応いたし ます。 身体の障害、 精神的苦痛に
ų ų ついての訴訟についても 対応し ており 、 争訟費用がお支払対象と なり ます。

４ ． 法人から 役員等への賠償請求も 補償いたし ます。

５ ． 費用の補償が充実し ており 、 不祥事が発生し た場合または発生し たこ と が疑われる場合に法人内調査を
ų ų 行う ために法人が負担する費用や、 第三者委員会設置・ 活動費用などの各種費用を 補償いたし ます。

（ ＊1 ）

①加入社会福祉法人の全ての役員（ 理事・ 監事） および評議員

②重要な役割を担う 職員（ 施設長や管理職従業員等）（ ＊２ ）

※上記の地位に基づいて遂行する記名法人の職務または業務に関する限り において個人被保険者と する。
※個人被保険者が死亡し た場合はその者と その相続人または相続財産法人を、 役員が破産し た場合はその者と
ų その破産管財人を 同一の個人被保険者と し ます。

（ 記名法人が被保険者と なるのは、「 （ ２ ） 主な補償内容-Ⅱ.補償契約に関する 補償」 、「 同-Ⅲ.法人に
ų ų ų ų 関する補償」 の記名法人費用、「 同-Ⅳ.その他の補償」 の緊急費用を 負担し たこ と によ っ て被る損害に

ų ų ų ų 限り ます。 記名法人に対し てなさ れた損害賠償請求に起因する損害は、 補償対象外です。 ）

③記名法人（ 加入社会福祉法人）

（ ＊１ ） 個人被保険者には初年度契約始期日以降に上記の地位を 退任または退職し た者およ びこ のご加入の保険期間中にこ れら の地位に

ų ų 新たに就任し た者を含みます。

（ ＊２ ）重要な役割を 担う 職員と は、理事会の決議によ っ て重要な役割を担う 職員と し て選任さ れた方を 指し ます（ 社会福祉法第 4 5 条 1 3 ）。

ų ų 具体的な役職の規定は社会福祉法の中にはあり ませんので、 各法人の実態に応じ るこ と と なり ます。



（ 1 ） 想定さ れる事故事例と 補償の概要

役員賠償責任保険は、役員の損害賠償リスクを補償することで、

役員の健全な経営判断および貴法人の更なる発展をサポートします。

不法行為等に基づく
損害賠償請求

貴法人の役員等の皆様（ 個人被保険者） が、 その業務について行った行為（ 不作為を含みます） に起因し て、 保険期間中
に役員の皆様に損害賠償請求がなさ れたこと によっ て被る損害や争訟費用等に対し て、 保険金をお支払いいたし ます。

債務不履行責任（ 善
管注意義務違反） 等に
基づく 損害賠償請求

◎◎
◎◎

や言いがかり訴訟まで第三者からの訴訟 法人からの訴訟

定款上許されない株式投資信託を購入し、値
下がりにより損害を被った。専務理事の善管注
意義務違反として、当該法人から訴えられた。

（法人からの損害賠償請求例）

定款上許されない株式投資信託を

購入し、値下がりにより損害を被っ

た。専務理事の善管注意義務違反

として、当該法人から訴えられた。

定款上許されない株式投資信託を購入し、値
下がりにより損害を被った。専務理事の善管注
意義務違反として、当該法人から訴えられた。

職員が不正に資金を流用し、法人に

損失が発生、債務の返済が不可能

となった。役員としての監視・監督を

怠ったとして、法人の債権者から損

害賠償請求訴訟が提起された。

賠償請求を受けた場合、役員等の皆様の個人の財産で賠償しなければなりません。
賠償金の支払債務は相続の対象となり、相続人であるご家族が負担しなければ
なりません。

定款上許されない株式投資信託を購入し、値
下がりにより損害を被った。専務理事の善管注
意義務違反として、当該法人から訴えられた。

法人内でセクシャルハラスメントを受
けた女性職員から、法人が何ら再発
防止策を講じないためにセクシャル
ハラスメントを受け続け、精神的苦痛
を受けたとして、慰謝料につき、役員
が損害賠償を請求された。

定款上許されない株式投資信託を購入し、値
下がりにより損害を被った。専務理事の善管注
意義務違反として、当該法人から訴えられた。

職員が過労死したのは、長時間労働
を理事らは容易に認識できたにもか
かわらず問題を放置したのが原因で
あり、理事は任務懈怠責任を負うとし
て、遺族から理事個人に対して、損
害賠償を請求された。

定款上許されない株式投資信託を購入し、値
下がりにより損害を被った。専務理事の善管注
意義務違反として、当該法人から訴えられた。

職員が興奮状態にあった入所者をうつぶせ
の状態で押さえつけたところ、死亡してしまっ
た場合において、入所者を制止する方法に
ついての指導やマニュアル整備を怠った過
失があるとして、遺族から役員個人に対し
て、損害賠償請求を請求された。
（身体障害についての損害賠償請求は、争
訟費用のみお支払対象となります。）

定款上許されない株式投資信託を購入
し、値下がりにより損害を被った。専務理事

の善管注意義務違反として、当該法人から訴え
られた。

施設からの騒音が我慢の限度を超えた違法
なものであり、防音壁の設置を求めたがかな
わず、騒音で精神疾患になり入院したなどと
して、施設の近くの住民から施設を運営する
社会福祉法人の役員個人に対して、損害賠
償を請求された。
（精神的苦痛についての損害賠償請求は、
争訟費用のみお支払対象となります。）

社会福祉法人の役員の業務遂行に関する賠償リスクを補償します。



 

（ ２ ） 主な補償内容 

Ⅰ 役員（ 個人被保険者） に関する補償 

Ⅱ に関する補償 

【特徴①】 費用の補償が充実！

補償項目

（ お支払いする保険金）

補償の概要
（ 保険期間中に「対象事由（ 下線部） 」が発生した場合に限り、

保険金をお支払いします。）

想定している手続き

保険期間中

支払限度額

免責

金額
民
事

行
政

刑
事

法律上の損害
賠償金

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5000万円、
1億円、3億円
のいずれか。

なし

争訟費用

損害賠償請求
対応費用

なし

公的調査等
対応費用

刑事手続対応
費用

財産または地位の
保全手続等対応
費用

信頼回復広告
費用

500 万円

「役員に関す
る補償」と同額
（ 共有）

保険期間中
支払限度額刑

事

行

政

民

事

想定している手続き

免責金額補償項目
補償の概要

補償契約 Ⅰ「 役員に関する補償」
と 同じ

個人被保険者が行った行為（ 不作為を含みます。） に起因して、個人被保

険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が負担す

る法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。

個人被保険者が行った行為（ 不作為を含みます。）に起因して、個人被保険

者に対して損害賠償請求がなされたことに関する争訟（ 訴訟、仲裁、 調停ま

たは和解等をいいます。） によって生じた費用（ 個人被保険者または法人の

従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、引受保険会社が必要、

有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意

を得て個人被保険者が負担したものに限ります。

個人被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況（ ただし、

損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。） が発

生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、個人被保険者がその状

況または損害賠償請求に対応するために負担した費用をいいます。

公的機関からの要請に基づき法人が法人内調査を開始した場合または法

人に対して公的調査が開始された場合に、 個人被保険者がその法人内調

査または公的調査に対応するために負担した費用をいいます。

日本国外において、 個人被保険者に対して刑事手続が開始された場合に、

個人被保険者がその刑事手続に対応するために負担した費用をいい、個人

被保険者が保釈条件に違反したときに刑事手続を管轄する裁判所が要

求する金額に関し、 その支払を保証するために発行する保釈保証書その他

の金融商品にかかる保証料または手数料（ 保証金その他の担保は除きま

す。）を含みます。

日本国外において、 個人被保険者に対して財産または地位の保全手続等

が開始された場合に、 その手続等がなされることを防ぐために個人被保険者

が負担した費用をいい、 個人被保険者がその手続等に関して確認判決また

は差止命令を請求する法的手続を行うために負担した費用を含みます。

個人被保険者に対して損害賠償請求または刑事手続がなされた場合であっ

て、 その損害賠償請求または刑事手続についての最終的な司法判断におい

て個人被保険者に責任がないと認定されたときに、 個人被保険者の評価ま

たは評判への影響を最小化する目的で、個人被保険者に責任がないと認定

されたことを周知させるために個人被保険者が負担した費用をいいます。

役員が被る損害について、法人が、法律、契約または定款等の規
定に基づいて適法に、個人被保険者に対して補償を行ったことに
より、法人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

（ 保険期間中にⅠ「役員に関する補償」に規定する対象事由が発生した
場合に限り、保険金をお支払いします。）

※身体障害・
財物損壊 等
争 訟 費 用 に
起 因 する損
害については、
上記の10 ％

保険期間中
総支払限度
額または1億
円のいずれか
低い額

「役員
に関 する
補 償」 と
同 額



 

Ⅲ 法人に関する 補償 

Ⅳ その他の補償 

 

 

 

50 0万円 なし

保険期間中
支払限度額 免責金額補償の概要

緊 急 費 用

保険期間延長（ ランオフカバー） の特則保険期間延長（ ランオフカバー） の特則保険期間延長（ ランオフカバー） の特則

社外役員向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）社外役員向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）

全役員向け補償

社外役員向け

上乗せ補償

社外役員右記以外の役員

社外役員向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）

全役員向け補償

法人外役員向け

上乗せ補償

法人外役員右記以外の役員

【特徴③】社外役員も手厚くお守りします！

法人役員の相続人向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）法人役員の相続人向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）法人役員の相続人向け上乗せ補償（ 追加支払限度額） 【特徴④

【特徴

⇒法人外役員の招聘に際して、ご安心いただけるよう十分な支払限度額を設定いただくこ

とも重要ですので、右図の「全役員向け補償」部分（ 基本の支払限度額） の支払限度

額の増額もご検討ください。

 
被保険者に対し てお支払いする保険金の額は、補償項目ごと に、以下によ り 算出さ れた金額を1 記名法人ごと（ 個人被保険者に対し てお
支払いする保険金の額は補償項目ごと かつ個人被保険者ごと ）にお支払いし ます。
ただし 、すべての被保険者に対し てお支払いする保険金の額を合算し て、ご契約さ れた保険期間中総支払限度額が限度と なり ます（ ）。
補償項目ごと に設定さ れる保険期間中支払限度額は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠と なり ます。

（ ）法人外役員または役員の相続人に対し て、お支払いする保険金を除き ます。

（ ３ ） その他の特徴

（ ４ ） 保険金のお支払い方法

（ ＊1） 記名法人が被保険者となるのは、上表のとおり記名法人費用を負担したことによって被る損害に限ります。記名法人に対してなされた損害賠償請求に起因
岜岜岜岜 する損害は、補償対象外です。
（ ＊2） 上表の「保険期間中支払限度額」は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。
※法人に関する補償は、上記以外にも提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用、危機管理対策実施費用、訴訟告知受理に関する公告・通知費用、
岜会社補助参加調査費用、会社補助参加費用、文書提出命令対応費用、役員に対する責任免除に関する公告・通知費用を補償します。

補償項目
（ お支払いする保険金）

補償の概要 保険期間中
支払限度額 免責金額

法人内調査費用 1,000万

なし

第三者委員会設置･
活動費用

5, 000万
（ ＊1）

（ ＊2）

（ 保険期間中に「対象事由（ 下線部） 」が発生した場合に限り、
保険金をお支払いします。）

法人において、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、その不祥事に関して行
う法人内調査（ ＊） を開始した場合に、法人内調査を行うために法人が負担した費用（ 法人に雇
用されている者への給与、提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用等を除きます。） をい
います。

（ ＊） この保険契約の保険期間の末日の翌日以降1 80 日が経過するまでの期間に、公的機関に
対する文書による届出もしくは報告または新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットもしくはこ
れらに準じる媒体による発表または報道により、その調査を行ったことを公表したものに限ります。

法人が第三者委員会を設置した場合に、第三者委員会の活動、調査または報酬のために、法人が
負担した費用（ 法人に雇用されている者への給与、監督官庁による定期的な検査への対応費用や
調査費用等を除きます。） をいいます。



（ ５ ） 加入タ イプと 保険料

 

 

（ ６ ） お申込み方法

☆期の途中から も ご加入が可能です（ 保険料は月割計算）。

 

 

年 間 保 険 料 （ 単 位 ： 円 ）

205,200
（10,260）

172,900
（8,650）

147,620
（7, 380）

132,090
（6,600）

126,540
（6 ,330）

122,270
（6,110）

３億円Ｃ

121,380
（6,070）

100,280
（5,010）

91,560
（4, 580）

83,600
（4,180）

82,080
（4 ,100）

79,570
（3,980）

１億円Ｂ

80,920
（4,050）

72,830
（3,640）

66,000
（3, 300）

61,140
（3,060）

60,600
（3 ,030）

56,200
（2,810）

５０００万円Ａ

⑥１００～２００億円⑤５０～１００億円④２０～５０億円③１０～２０億円②３～１０億円①０～３億円

総 資 産 区 分支 払 限 度 額

⑥１００～２００億円⑤５０～１００億円④２０～５０億円③１０～２０億円②３～１０億円①０～３億円

総資産額区分別保険料保険期間中
総支払限度額

補償
パターン

５ 千万円・ 1 億円・ 3 億円の3 パタ ーン から ご 選択い た だ き ま す 。
（ 免責金額はあ り ま せん）

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

契約者

加 入 手 続 き

１ ． 添付の水色の「 加入依頼書」 、「 ご質問書 兼 告知事項申告書」 に必要事項を 記入・ 押印く ださ い。

２ ． 上記１ の書類に加え 、 直近の総資産額の分かる 決算資料（ 貸借対照表等） を 添え て 、 下記記載の

ų ų 取扱代理店まで ご 送付く ださ い。

＜ ご 送 付 先 ＞ 有限会 社東 京福祉企画 ų T e l ：０ ３ ‐３ ２ ６ ８ ‐０ ９ １ ０ Fa x ：０ ３ ‐３ ２ ６ ８ ‐８ ８ ３２

〒 1 62 ‐0 8 2 5  東京都 新宿 区神楽 坂１ － ２ 研 究社英 語セ ン タ ー ビ ル ３ 階

３ ． 保険料は下記の口座ま で募集締切日ま で にお振込みく ださ い。

＜ お 振 込 先 ＞ み ず ほ 銀 行 飯 田 橋 支 店 普 通 № １ ４ ６ ０ ３ ７ ２

福） 東京都 社会福祉協 議会ų 民 間福祉職員 労災上 乗 せ保険口

加 入 手 続 き

（貸借対照表上の資産の部䚷合計額）

（＊1）

※こ の保険契約は、 社会福祉法人東京都社会福祉協議会を保険契約者と し 、 その会員法人を記名法人と す
ų る役員賠償責任保険（ D&O マネジメ ント パッ ケージ（ 経営責任総合補償特約条項付帯会社役員賠償責任
ų 保険））の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は保険契約者が有し ます。

下表より保険料をご確認ください。各タイプともに免責金額は０円です。
なお、「直近の決算年度の総資産額が２００億円以上」、「社会福祉法人以外の法人形態」、「3億円以上の支払限度額をご希望」の場合は、
個別に年間保険料をお見積もりさせていただきますので、別途、取扱代理店までお問い合わせください。

（＊1）法人外役員の方（監事、非業務執行理事等）には、１人あたり１億円の支払限度額が上乗せされます（全ての法人外役員の上乗せ合計額は３億円が限度）。

䚷䚷䚷䚷役員の相続人には、１人あたり１億円の支払限度額が上乗せされます（全ての役員の相続人の上乗せ合計額は３億円が限度）。

        例として、補償パターンＢにご加入の場合、法人外役員の方は１億円の上乗せ補償により２億円が限度となります（ただし、全ての法人外役員の上乗せ合計

䚷䚷㻌㻌㻌額は３億円が限度）。

（䚷）内の金額について

役員個人への給与課税を回避するために、役員の方からの法人に対する賠償部分の保険料を区分して明記し、当該部分保険料を役員の方個人に負担いただく

ことが出来るようにしております。

役員に当該保険料分の利益（給与所得）があったとされ、保険料の金額分に給与課税がなされる可能性に配慮した対応ですが、最終的な保険料負担可否の判断

を確認したい場合は税理士もしくは弁護士の方にご相談ください。

なお、この部分も含めて法人が保険料負担した場合であっても、保険契約自体は有効です。

保険期間中
総支払限度額



（ ７ ） 保険金をお支払いし ない主な場合



引受保険会社 引受割合

東京海上日動火災保険㈱（ 幹事保険会社） 8 1 .0 ％

三井住友海上火災保険㈱ 1 4 .0 ％

損害保険ジャ パン㈱ 5 .0 ％

すみやかにご加入の代理店または引受

対象事由が生じ た場合は、遅滞なく 、被保険者が最初にその対象事由を知った時の状況、対象事由の内容およびその対象事由の原因と なる事実および

行為に関する情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡く ださ い。

このご案内は、役員賠償責任保険（ D& Oマネジメ ント パッ ケージ（ 経営責任総合補償特約条項付帯 会社役員賠償責任保険）） の概要をご紹介し たも の

です。ご加入に際しては、必ず保険約款をご確認く ださ い。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡し しており ます保険約款によ

り ますが、ご不明な点があり まし たら、ご遠慮なく 代理店または引受保険会社までお問い合わせく ださ い。

<保険会社破綻時の取扱い>

引受保険会社の経営が破綻し た場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結さ れたり 、金額が削減さ れること があり ます。

なお、引受保険会社の経営が破綻し 、ご契約者が個人、「 小規模法人」（ 破綻時に常時使用する 従業員等の数が2 0 人以下の日本法人、外国法人（ ＊））

またはマンショ ン管理組合である場合には、この保険は「 損害保険契約者保護機構」 の補償対象と なり 、保険金、返れい金等は原則として8 0 ％（ 破綻

保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生し た保険事故に係る保険金については10 0 ％） まで補償さ れます。

（ ※） 保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても 、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこ とと さ れているも の

のう ち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象と なり ます。

（ ＊） 外国法人については、日本における営業所等が締結し た契約に限り ます。

<補償の重複に関するご注意>

補償内容が同様の保険契約（ 特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。） が他にある場合は、補償が重複すること があり ます。補償が重複する
と 、対象と なる事故について、どちら のご契約からでも 補償さ れますが、いずれか一方のご契約から は保険金が支払われない場合があり ます。補償内

容の差異や支払限度額をご確認のう え、ご契約の要否をご検討く ださ い。

対象事由が発生するおそれのある状況（ ただし 、対象事由が発生すること が合理的に予想さ れる状況に限り ます。） を知った場合は、遅滞なく 、その状

況および原因と なる事実・ 行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡く ださ い。



（ ＊1 ） パワハラ・ セクハラ・ マタ ハラ については、 ハラ スメ ント を行っ た本人が負担する賠償金や争訟費用等は補償対象外です。

ų ų ų ただし 、 客観的に見て、 ハラスメ ント 行為ではないと 判断できる場合（ 明らかな言いがかり 等） はその限り ではあり ません。

ų ų ų 事業主や役員等が管理責任を負担するこ と によっ て被る損害が補償対象と なり ます。

上司から のパワハラ により 精神的苦痛を受けたと し て、 職員から 法人に対し て損害賠償を請求さ れた。

採用担当者から のセク ハラ により 精神的苦痛を受けたと し て、 就職活動中の学生から 法人に対し て損害賠償を 請求さ れた。

不当な理由で解雇さ れたため名誉をき 損さ れたと し て、 元職員から 損害賠償を請求さ れた。

（ 1 ） 雇用ト ラ ブルの実態

労働問題に関する相談件数（ ＊１ ）

1 ,2 9 0 , 7 8 2 件

（ ＊１ ） 全国の労働局の総合労働相談コーナーへの相談件数（ 2020年度） 出典 厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
（ ＊２ ） 民事上の個別労働紛争の相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」の件数 出典 同上
（ ＊

が

雇用ト ラ ブルに巻き込まれている計算（ ＊３ ）

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数

民事上の個別労働紛争相談件数に

占める「いじめ・嫌がらせ」の割合

職場における

いじ め・ 嫌がらせに関する相談件数（ ＊２ ）
特にいじめ・嫌がらせの相談件数は

2 0 1 9 年度には過去最高に

３ ） 相談件数（ 約129万件） に対する日本の労働人口（ 約5,620万人） の割合に相当（ いずれも2 020 年度の数値）

約4 4 人に１ 人



（ 2 ） 雇用ト ラ ブル対応保険の概要と 特長

1 「パワハラ」が法律で定義され、セクハラと同様に、事業主が
雇用管理上必要な防止措置をとることが義務化されました。

▸ 雇用管理上の措置の内容（ 例）
・ パワハラ 防止の社内方針の明確化と 周知・ 啓発
・ 相談・ 苦情への対応体制の整備
・ 被害を受けた労働者のケアや再発防止

パワハラに関する紛争が生じた場合、個別紛争解決援助制度
として「調停」を利用できるようになりました。

▸ 従来から 利用可能であっ た「 あっ せん」 と は異なり 、「 調停」 では原則
と し て第三者（ 調停委員） の提示する 解決案（ 勧告） によ る紛争解決

ų が図ら れます。

セクハラ・パワハラ等は行ってはならないものとして、その防止
に関する事業主・労働者の責務が明確化されました。また、
ハラスメントについて相談した労働者に対して、事業主が不
利益な取扱いを行うことが禁止されました。

2

3

広報対応費用
マスメ ディ アを通じ て事故に関する
説明・ 謝罪を行う ための費用等

社内調査・第三者委員会設置費用
社内調査を行う ための費用、
第三者委員会の活動・ 調査の費用等

初動対応費用
事故状況の保存・ 記録の費用、
精神的被害を受けた被害者に
対する 見舞費用等

訴訟対応費用
訴訟に対応するための文書の
作成費用、 人件費等

事故対応に必要な費用を幅広く 補償し ます。

特長 2

特長 1

① 解雇、 配置転換命令等の無効の確認または取消し を求める請求

② 雇用契約上の地位の確認または保全を求める請求

損害賠償請求を伴わない地位確認等の請求についても 、 その争訟費用を補償するこ と ができます。

特長 1



労働者の採用、配置、昇進、解雇等の労働
条件についての差別的・不利益な取扱い

セクシャルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対する労働者の

対応により その労働者に不利益を与えること 、 または

その性的な言動により 就業環境を害するこ と 。

パワーハラスメント

マタニティハラスメント等
職場において労働者に対して行われる、労働者の妊娠・

出産、産休・ 育休・ 介護休業等の制度の利用に関する

言動により 、その労働者の就業環境を害すること 。

（ ３ ） 雇用ト ラ ブル対応保険の補償内容

日本国内において行われた侵害行為により 発生し た事故に起因して、被保険者に損害賠償請求等の請求がなされたこと により 、
被保険者が法律上の損害賠償責任等を負担すること によって被る損害に対して、保険金をお支払いし ます（ ＊1） 。

侵害行為

労働者等の精神的苦痛
（ それによる 身体の障害を含む）

労働者等の自由・名誉・プラ
イバシーの侵害

雇用契約上の権利の侵害

事故（ 被害）

損害賠償請求がなさ れた場合

地位確認等の請求
賃金等の支払請求（ ＊２ ）

被保険者が
負担する支払い

損害賠償金 争訟費用等

争訟費用

がなさ れた場合

（ ＊1 ） 保険期間中に被保険者に対し て損害賠償請求等がなさ れた場合が、 補償対象と なり ます。

（ ＊2 ）不当解雇判決等により 記名被保険者が
ų ų ų 賃金の支払責任を負担することによる支出

職場において行われる 優越的な関係を 背景と し た
言動であっ て、 業務上必要かつ相当な範囲を超え
たも のによ り 、 労働者の就業環境を害するこ と 。

この保険では、次の方が被保険者（ 補償対象者） と なり ます。
Ⅰ 記名被保険者（ 加入社会福祉法人）
Ⅱ 記名被保険者の使用人（ ＊１ ）

Ⅲ 記名被保険者の理事、監事その他法人の
業務を執行する機関（ 記名被保険者が法人の場合） （ ＊１ ）

（ ＊１ ） 既に退職・ 退任し た方を含みます。 ただし 、 初年度契約の始期日より 前に退職・ 退任し た方は含みません。
（ ＊２ ） ハラスメ ント 等の行為を行っ た本人が負担する賠償金や争訟費用等は補償対象外と なり ます。ただし 、 客観的に見て、
ų ų ų ハラ スメ ント 行為ではないと 判断できる場合（ 明ら かな言いがかり 等） はその限り ではあり ません。

ハラ スメ ント 等の雇用ト ラ ブルが発生し た場合、
会社だけでなく 役員・管理職等も 、 被害の発生
を防止できなかったこと等を 理由と し て賠償責任
を負う こ と があり ます。
このよう なケースも補償すること ができます（ ＊２ ） 。

契約者ų 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

（ ５ ） 加入タ イ プと 保険料

（ ４ ） 保険金のお支払い方法

こ の保険契約は、 社会福祉法人東京都社会福祉協議会を保険契約者と し 、 その会員法人を記名法人と する施設賠償責任保険
（ 雇用関連賠償責任担保特約条項、 事故対応費用担保特約条項付帯） の団体契約です。 保険証券を請求する権利、 保険契約
を解約する権利等は保険契約者が有し ます。

下表より 保険料をご確認く ださ い。保険料は直近の会計年度のサービス活動収益（ 事業活動計算書に記載） の範囲別に
定額保険料を設定し ます。

支払限度額（ ※） が限度と なり ます。
（ ※） 支払限度額・ 縮小支払割合は、 ご契約時に設定し た値が適用さ れます。

本保険の団体全体の保険期間中総支払限度額は1 0 億円と なり ます。



こ のご案内で使用する用語の意味は、 次のと おり です。

労働者等
労働者および労働者となるための申込みを行った者（ 記名被保険者が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実施した者を含みます。）
をいいます。労働者とは、使用人および事業場において記名被保険者のために労働に従事する使用人以外の者をいいます。

被保険者 この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。

記名被保険者 被保険者のうち、この保険契約において保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。

損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金をいい、不当解雇判決等により
記名被保険者が賃金（ 雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時まで
の賃金をいい、退職手当を含みません。） の支払責任を負担することによる支出を含みます。
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。

争訟費用等

争訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用をいいます。
【争訟費用】
損害賠償責任、地位確認等の請求または賃金等の支払請求に関する争訟において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した
弁護士費用、訴訟費用等（ 訴訟に限らず調停・示談なども含みます。）

【損害防止軽減費用】
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の
発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用

【緊急措置費用】
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、
護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用

【協力費用】
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するため
に支出した費用

支払限度額 保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。

免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払対象となる損害賠償金・争訟費用等の合算額から差し引かれる金額をいいます。
免責金額は、被保険者の自己負担となります。

縮小支払割合 被保険者が被った損害の額から免責金額を差し引いた金額に対して、保険会社がお支払いする保険金の割合をいいます。

★期の途中から でも ご加入が可能です。（ 保険料は月割計算）

（ ７ ） 用語の説明

（ ８ ） お申込み方法

（ ９ ） 保険金をお支払いし ない主な場合

（ ６ ） サービスのご案内

（ ＊１ ） 雇用ト ラ ブル対応保険の被保険者限定でご利用いただけます。 引受保険会社が東京海上日動リ スク コ ンサルティ ング株式会社（ 以下「 TRC」 と いいます。 ） を通じ てご提供し ます。
※ 詳細は、 代理店または引受保険会社までお問い合わせく ださ い。
※ 本サービ スの内容は、 変更・ 停止する 場合があり ます。

（ ※１ ） 雇用ト ラ ブル対応保険のご契約者様限定でご利用いただけるサービスで、 株式会社ハピネスプラ ネッ ト （ ※２ ） がご提供し ます。
（ ※２ ） 幸福度計測技術を用いた新たなハピネス& ウエルビーイング産業を 創生するこ と を目的と し て、 2 0 2 0 年７ 月に設立さ れた株式会社日立製作所の子会社です。



（ 1 0 ） ご 注意事項



 

 

 

－中途加入―

中途加入の補償開始日は、 申込み手続完了後（ 各月２ ０ 日まで） の翌月１ 日になり ます。 保険料については、

「（ ７ ）  中途加入」 をご覧く ださ い。  

【 ご加入内容に関する大切なお知ら せ】  

ご加入・ 更新いただく 前に保険商品がご希望に合致し た内容と なっ ているこ と を再度ご確認く ださ い。 加入依

頼書の記載事項等につき まし ては、 「 重要事項説明書」 に添付の「 ご加入内容確認事項（ 意向確認事項） 」 に

そっ てご確認いただき 、 記載漏れ・ 記載誤り がある場合は、 追記・ 訂正をお願いいたし ます。 また、 更新の場

合は、 現在のご加入内容についても あわせてご確認いただき 、 万一誤り があり まし たら 、 取扱代理店（ 有） 東

京福祉企画までお問い合わせく ださ いますよう お願いいたし ます。

本保険商品は、 ケガで入院し たり 、 亡く なっ たり し た場合等＊を 補償する保険です。（ 病気に関する補償や貯蓄を 目的と し た

保険ではあり ません。） 。

＊管理下中のみの傷害危険補償特約・ 往復途上傷害危険補償特約付帯の場合は、 非常勤役員が法人運営のための活動に従事中等の

ケガに限り ます。

ų お客様のご意向に合致し ている場合は、 本パン フ レッ ト ・ 加入依頼書等の内容を ご確認く ださ い。



 

（ １ ） 加入対象者および保険金支払い対象事故

種 別 加入対象者（ 被保険者） 保険金の支払い対象と なる事故

常勤役員
法人の常勤役員

理事長・ 常勤役員・ 施設長等

被保険者が日本国内外を問わず、 業務従事中・ 通勤途上・ 日常

生活で被っ た急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償し ます。

～２ ４ 時間補償～

非常勤役員
法人の非常勤役員

非常勤理事・ 評議員・ 監事等

被保険者が日本国内外問わず、 法人運営のための活動に従事中、 ある

いはその往復途上において被っ た急激かつ偶然な外来の事故によ る

ケガを補償し ます。

※政府労災保険の加入者（ 特別加入者） 、労災上乗せ保険の加入者も 加入できます。

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いし ない主な場合については、P.1 6 記載の「 補償のあらまし」 をご覧く ださ い。

※ここ でいう 非常勤役員と は、年間出勤日数が3 0 日以内の方のことをいい、3 0 日超の方は常勤役員とし ます。

※非常勤役員の方でも２ ４ 時間補償にご加入いただく こ と は可能です。

（ ２ ） 保険金の支払い

本保険の保険金は、 法人にお支払いし ます。 法人から 被保険者（ 常勤役員・ 非常勤役員） にお支払い
く ださ い。

 

（ ３ ） 補償内容

■補償種別および保険金額
補 償 種 別 常 勤 役 員（ 時間） 非 常 勤 役 員（ 管理下のみ）

死亡・ 後遺障害保険金
（ 事故の日からその日を含めて 日以内）

１ ９ ， ０ ０ ０ 千円 １ ７ ， ０ ０ ０ 千円

入院保険金
（ 事故の日から その日を含めて1 8 0 日以内の

入院に限り 1 事故1 8 0 日を限度）

１ 日 ７ ， ０ ０ ０ 円 １ 日 ４ ， ５ ０ ０ 円

手術保険金
（ 事故の日からその日を含めて 日以内）

入院保険金日額の１ ０ 倍（ 入院中の手術） または５ 倍（ 入院中以外の手術）
と なり ます。 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があり ます。

通院保険金
（ 事故の日からその日を含めて 日以内の

通院に限り 1 事故9 0 日を限度）

１ 日 ４ ， ０ ０ ０ 円 １ 日 ３ ， ０ ０ ０ 円

（ ４ ） 保険料（ 年額）

※非常勤役員災害補償保険（ 日以内） は団体割引 ％を適用し た保険金額･保険料です。

詳細につき まし ては 有 東京福祉企画または東京海上日動火災保険㈱までお問い合わせく ださ い。

ų 非常勤役員災害補償保険（ ～ 日以内） は団体割引５ ％を適用し た保険金額･保険料です。

※上記の保険料は被保険者（ 本人） の職種級別または管理下中に行う 業務に応じ た職種級別によっ て異なり ます。 上記保険料は職種

ų 級別Ａ （ 管理的職業従事者、 事務従事者、 介護士等） の方を対象と し たものです。 それ以外の職種の場合は、 （ 有） 東京福祉企画に

ų お問合せく ださ い。

（ ５ ） 保険期間

令和４ 年７ 月１ 日午後４ 時～令和５ 年７ 月１ 日午後４ 時

※上記のタ イ プがご意向に沿わない場合やご不明な点がある 場合は、 本パン フ レ ッ ト に記載の《 お問い合わせ先》 までご連絡く ださ い。

保 険 種 類

年 間 活 動 日 数

７ 日以内

８ 日～1 5 日

1 6 日～3 0 日

4 ５ , ７ ７ 0 円

４ , １ ９ 0 円

７ , ４ ６ 0 円

1 １ , 0 ５ 0 円

常勤役員災害補償保険

非常勤役員災害補償保険

1 名あ た り 年間保険料

※傷害保険では原則死亡保険金は法定相続人にお支払し ますが、 本契約では企業等の災害補償規定等特約を 付帯し 法人（ 契約者）

を 死亡保険金受取人に指定いただきます。 法人を死亡保険金受取人に指定するにあたり 必ず被保険者（ 保険の対象と なる 方） の

同意が必要であり 、 本保険の対象と なる常勤役員・ 非常勤役員の同意をいただいた上でご契約く ださ い。 また、 法人契約特約を

付帯し 、 後遺障害保険金、 入院保険金、 手術保険金または通院保険金についても 死亡保険金受取人にお支払いし ます。 同意の確

認書類と し て別添の「 災害補償規程」「 保険金受取人指定に関する周知事項等確認書」「 被保険者代表者確認書」「 傷害保険契約締

結に関する通知」 を必ず加入依頼書に添えてご提出く ださ い。



（ ６ ） 他の保険等と の関係

本保険は、 健康保険・ 生命保険・ 自動車保険・ 加害者から の賠償金等と は関係なく 支払われます。

（ ７ ） 中途加入

中途加入の補償開始日は、 申込み手続完了後（ 各月２ ０ 日まで） の翌月１ 日になり ます。

保険料（ 一時払） については、 下記のと おり です。

① 常勤役員災害補償保険

加入日（ 期間） １ 名あたり 保険料 加入日（ 期間） １ 名あたり 保険料

８ 月１ 日（ １ １ ヵ 月） ２ 月１ 日（ ５ ヵ 月）

９ 月１ 日（ １ ０ ヵ 月） ３ 月１ 日（ ４ ヵ 月）

１ ０ 月１ 日（ ９ ヶ 月） ４ 月１ 日（ ３ ヵ 月）

１ １ 月１ 日（ ８ ヵ 月） ５ 月１ 日（ ２ ヶ 月）

１ ２ 月１ 日（ ７ ヵ 月） ６ 月１ 日（ １ ヶ 月）

１ 月１ 日（ ６ ヵ 月）

② 非常勤役員災害補償保険

いずれの時期に加入さ れても 、 年間活動日数が 日以内の場合は保険料が１ 名あたり 4 ,1 9 0 円 です。

（ 年間活動日数が８ ～ 日の場合は保険料が 7 ,4 6 0 円、 ～ 日の場合は保険料が1 1 ,0 5 0 円 になり ます。）

※保険期間の途中で役員の退任・ 交代があっ た場合には、 有 東京福祉企画までご連絡く ださ い。

（ ８ ） お申込み先

（ 東京都社会福祉協議会指定代理店） 有限会社 東京福祉企画

〒 - ５ 東京都新宿区神楽坂 研究社英語センタ ービ ル 階

（ ９ ） 保険料お振込先

みずほ銀行 飯田橋支店 普通 １ ４ ６ ０ ３ ７ ２

福） 東京都社会福祉協議会 民間福祉職員労災上乗せ保険口

（ １０） 必要書類一覧

□加入依頼書

□加入者名簿

その他、 必要書類については、 以下の表を ご参照く ださ い。

： ０ ３ -３ ２ ６ ８ -０ ９ １ ０

4 1 ,9 5 0 円

3 8 ,1 5 0 円

3 4 ,3 3 0 円

3 0 ,5 1 0 円

2 6 ,7 0 0 円

2 2 ,8 9 0 円

1 9 ,0 7 0 円

1 5 ,2 6 0 円

1 1 ,4 4 0 円

7 ,6 3 0 円

3 ,8 2 0 円



こ のパン フ レ ッ ト は総合生活保険（ 傷害補償） の概要を ご紹介し たも ので す。 ご加入にあたっ て は、 必ず「 重要事項説明書」 を よ く お読みく ださ い。
なお、 約款はご 契約者である（ 社） 東京都社会福祉協議会にお渡し する 予定で す。 必要に応じ （ 社） 東京都社会福祉協議会まで ご請求く ださ い。 また、
パン フ レ ッ ト には、 ご契約上の大切なこ と がら が記載さ れていますので、 ご一読の上、 加入者証と と も に保険期間の終了時まで保管し てご利用く ださ い。
ご不明な 点等がある 場合には、（ 有） 東京福祉企画ま でお問い合わせく ださ い。

引受保険会社と 引受割合

こ の保険契約は以下の保険会社によ る共同保険契約であり 、 東京海上日動火災保険㈱が他の引受保険会社の代理・ 代行を 行います。 各引受保険会社は、

以下の引受割合に応じ て、 連帯する こ と なく 単独別個に保険契約上の責任を負います。

引受保険会社 引受割合

東京海上日動火災保険㈱（ 幹事保険会社） 8 1 .0 ％

三井住友海上火災保険㈱ 1 4 .0 ％

－団体契約について－

こ の保険契約は、 東京都社会福祉協議会を保険契約者と し た団体契約で、 保険証券を 請求する 権利・ 保険契約を 解約する 権利等は、 原則と し て東京都

社会福祉協議会が有し ます。 なお、 本保険契約につき 、 ご不明な点がございまし たら 、 取扱代理店におたずねく ださ い。

こ の保険の被保険者の範囲は東京都社会福祉協議会に加入し ている 法人の常勤役員、 非常勤役員の方に限り ます。 ご確認の上、 ご加入いただき ますよ う

お願い申し 上げます。

損害保険ジャ パン㈱ 5 .0 ％





Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ



Ⅳ



東京海上日動のホームページのご案内 
www.tokiomarine-nichido.co.jp

東京海上日動安心 110 番（事故受付センター）

0120-720-110
受付時間：24時間365日

東京海上日動火災保険株式会社

0570-022808 <通話料有料>

IP電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。 

受付時間：平日㻌午前9時15分～午後5時㻌

（土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。）㻌

東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解
決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結し
ています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解
決の申し立てを行うことができます。㻌
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。（https://www.sonpo.or.jp/)㻌

保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ
先》にて承ります。㻌

81％

14％

5％

https://www.sonpo.or.jp/


 

１．保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となって

いることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、

ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。 

 □保険金をお支払いする主な場合㻌

 □保険期間

 □保険金額、免責金額（自己負担額）㻌

 □保険料・保険料払込方法㻌

 □保険の対象となる方

２．加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。

万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正

してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容につい

て誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まで

  管理下中のみの傷害危険補償特約をセットしている場合には、
䚷䚷䚷㻌確認不要です。

□㻌加入依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記入

いただいていますか？㻌

   各区分（ＡまたはＢ）に該当する職業例は下記のとおりです。 

 ○職種級別Ａに該当する方：㻌

   ｢事務従事者｣、｢販売従事者｣等、下記の職種級別Ｂに該当しない方 

 ○職種級別Ｂに該当する方：㻌

   ｢自動車運転者」、｢建設作業者｣、｢農林業作業者｣、｢漁業作業者｣、

｢採鉱･採石作業者｣、｢木・竹・草・つる製品製造作業者｣（以上、６職種） 

 

 

㻌㻌□ 加入依頼書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいています

䚷䚷㻌 か？㻌

３．重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか？ 

特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、

「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。㻌

*1㻌例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種の

䚷䚷ご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。

ご加入内容確認事項（意向確認事項）

ご連絡ください。

確認事項本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただ
けるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した
内容であること、ご加入をいただくうえで特に重要な事項を正しく
ご記入をいただいていること等を確認させていただくためのもの
です。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきま
すようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット
等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。㻌



総合生活保険 商品改定のご案内

■主な改定点
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。

変更する補償 

①傷害補償

変更す
る補償 

改定項目 概要

① ②

○ ○
「特定感染症危険補償
特約」の補償拡大

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感染症
法）」の改正により新型コロナウイルス感染症(*1)が感染症法上の「指定感染
症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏まえ、新型コロナ

ウイルス感染症(*1)を引き続き補償対象とする約款改定を行います(*2)。

※新型コロナウイルス感染症(*1)は、2020 年 2 月 1 日より補償対象としております。

既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降に新型コロ

ナウイルス感染症(*1)を発病された場合は、代理店または弊社までご連絡くださ

い。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初日からその日を含

めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いできませんのでご注意くだ

さい。

(*1) 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和

国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告された

ものに限ります。）であるものに限ります。

(*2) 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。

○
行事等を中止する場合
の確認書類の不要化

管理下中のみの傷害危険補償特約をセットしたご契約について、行事開催日
の0時以降に中止または変更の請求があった場合、「行事が行われなかったこ
とを客観的に証明する書類」をご提出いただいておりましたが、これを不要とし
ます。

このご案内は、2021年10月1日始期以降の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、
必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

07ut-GJ05-20014-202103 

必ずお読みく ださ い



事故が発生し た場合は、 本紙を 使用し て速やかに事故内容のご連絡を お願いし ます。
下記あてに、 加入者証を ご添付のう えＦ Ａ Ｘ し て く ださ い。

主張されている損害

精神的苦痛／人格権侵害／名誉棄損／身体障害／財物損壊

それ以外（次のとおり）

損害賠償請求者と被保険者との関係

損害賠償請求の態様
（口頭以外の場合は、書面もＦＡＸでご送信ください。）

口頭

書面手交／書面郵送／内容証明郵便／訴訟提起

損害賠償請求額

䚷部署名

加入者番号

連絡先

損害賠償請求者の氏名

損害賠償請求者と加入者との関係

損害賠償請求者の代理人弁護士名

損害賠償請求を受けた日 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷年䚷䚷䚷䚷䚷月䚷䚷䚷䚷䚷日

損害賠償請求を受けた被保険者の氏名

損害賠償責任に関する見解

損害賠償請求の概要

損害賠償請求前の交渉経緯

所在地

加入者（団体・施設・事業者）名

䚷電話番号

䚷氏名

䚷ファクス番号

ファックス送信枚数 䚷䚷䚷䚷䚷䚷枚

東京海上日動火災保険株式会社
コマーシャル損害部
国際賠責・航空グループ行き

役員賠償責任保険の事故が発生したので以下のとおり報告します。

事故報告専用ＦＡＸ番号：䚷03-5223-3050

本ファックス送信日 䚷䚷䚷䚷䚷䚷年䚷䚷䚷䚷䚷月䚷䚷䚷䚷日

東京都社会福祉協議会団体用

役員賠 償責 任保 険事 故報 告書



事故が発生し た場合は、 本紙を 使用し て速やかに事故内容のご連絡を お願いし ます。

下記あてに、 加入者証をご添付のう えＦ Ａ Ｘ し てく ださ い。

＜役員災害補償保険＞

東京海上日動火災保険㈱ 本店損害サービス第二部 傷害保険損害ｻー ﾋﾞ ｽ室 傷害第1チーム

連絡先： 東社協担当

法人名 御中

加入者番号

ご住所

〒

お電話番号 （ ）
ご担当者

氏名
様

事故日 年 月 日 時ごろ

事故発生場所

お怪我を さ れた方の

ご氏名
様 （ 歳、 男 ・ 女 ）

・ 事故状況

・ お怪我の状況

・ 治療日数見込み 等

東京都社会福祉協議会団体用

 役員災 害補 償保 険 事故報 告 用紙



 

 

東京都社会福祉協議会団体用 
                                

雇 用ト ラ ブ ル 対 応保険  事 故 報 告用 紙  

  

事故が発生し た場合は、 本紙を 使用し て速やかに事故内容のご連絡を お願いし ます。  

下記あてに、 加入者証をご添付のう えＦ Ａ Ｘ し てく ださ い。  

 
 

 ＜役員災害補償保険＞ 

東京海上日動火災保険㈱ 本店損害サービ ス第一部 火災新種損害サービス室 

連絡先： 損害保険事故担当 TEL 03( 3515) 7503  FAX O3( 3515) 7504 

 

                         

法人名  御中  

加入者番号  

ご住所 

〒   - 

 

 

  

お電話番号 （     ）  
ご担当者 

氏名 
 様 

賠償請求があっ た 

又は把握し た日 
令和  年   月   日 

概要を ご記入く ださ い 

 

 

・ 賠償請求の内容 

 

・ 把握する事実関係と 見解  

              

          等 

  

 



 

 

住所・ 連絡先等を含めた契約内容の変更については､

以下の加入内容変更依頼書にご記載の上、 Ｆ Ａ Ｘ し

ていただいた後、東京福祉企画までご郵送く ださ い。

有限会社 東京福祉企画

〒

東京都新宿区神楽坂 研究社英語センタ ービル 階

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ３ －３ ２ ６ ８ －８ ８ ３ ２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和

社会福祉法人 と う かい

東 海 太 郎

１ ９ , ０ ０ ０



令和 4 令和 5

Y163501514



C14－10165㻌（1）改定201605

証券番号

会議協祉福会社都京東人法祉福会社者約契ご

    明治 大正 昭和 平成

年 月 日 生

月

月 日 生

日 生

    明治 大正 昭和 平成

月

年

    明治 大正 昭和 平成

日 生

日 生

    明治 大正 昭和 平成

月 日 生

日 生

    明治 大正 昭和 平成

    明治 大正 昭和 平成

月

年

年

（ １ ） 不同意者

所属等

    明治 大正 昭和 平成

「 １ ． 保険金受取人指定に関する 契約内容」 記載の保険契約について、 被保険者と なる こ と につき 同意し ない旨の
申出があり まし た。
ついては、 下記（ １ ） の不同意者を 被保険者から 除いて保険契約を 申し 込みます。

氏名
生年月日

（ 該当する 年号にチェ ッ ク ☑を し てく だ
さ い。 ）

    明治 大正 昭和 平成

年 月

月

月

年

月

年

    明治 大正 昭和 平成

生日年

日 生

    明治 大正 昭和 平成

生日年

Ｄ２

（ ２ ） 対象と なる 保険契約（ 保険会社記入欄）

労働基準監督署に届け出た災害補償規定等の周知を確認する方式

年

災害補償規定等に基づき加入し、被保険者全員の署名をいただき同意を確認する方式

４ ． ＜ご参考＞被保険者の同意確認方法

傷害保険 医療保険

本確認書表面記載の被保険者の同意確認方法については以下の通りとなります。

Ｂ１ Ｄ１
Ｂ２

準記名式契約（傷害）の場合、Ｂ２方式またはＢ２Ｒ方式での被保険者の同意確認はできません。
法人契約特約をセットした場合、Ｂ２Ｒ方式での被保険者の同意確認はできません。

※

Ｂ２Ｔ Ｄ２Ｔ

Ｂ２Ｒ

災害補償規定等に基づき加入し、被保険者全員への保険内容に関する通知を確認する方式
保険契約者が企業等の連合体で被保険者の所属する企業を受取人に指定する場合の方式
（特例）

 



令和 4 令和 5



令和

令和 4

金沢



令和 4

令和







令和４年６月２９日 

総 務 課 

 

 

 

令和３年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について 

 

 
令和３年度の会員会費募集の実績について、別紙のとおり報告する。 
 

 
 

報告事項７ 



令和３年度会員会費の実績について（令和４年３月３１日現在） 

地
域 

地区名 
令和３年度実績 対前年度比較（令和３年３月３１日現在） 

会費額(円) 会員数(人) 会費額(円) 会員数(人) 

世
田
谷 

池 尻 464,000 131 191,000 89 

太子堂 303,800 89 △17,500 5 

若 林 634,911 336 267,411 268 

上 町 472,800 47 10,200 △8 

経 堂 1,933,419 2,711 1,670,618 2,638 

野 沢 724,600 649 513,600 602 

下 馬 293,000 57 △268,900 △22 

上 馬 626,000 36 101,000 9 

事務局 55,000 2 50,000 1 

計 5,507,530 4,058 2,517,429 3,582 

北

沢 

梅 丘 571,600 785 47,100 234 

代 沢 906,380 1,341 742,080 1,251 

新代田 482,800 24 △18,000 △3 

北 沢 740,500 876 594,000 814 

松 原 514,112 91 △16,099 △9 

松 沢 837,200 312 116,800 76 

事務局 5,000 1 0 0 

計 4,057,592 3,430 1,465,881 2,363 

玉

川 

奥 沢 1,164,700 296 6,300 △22 

九品仏 797,450 431 492,450 377 

等々力 1,318,150 1,304 654,650 731 

上野毛 631,200 83 △116,520 6 

用 賀 888,500 125 △6,800 22 

二子玉川 886,300 125 △248,700 24 

深沢 2,182,400 220 520,800 9 

事務局 10,000 2 5,000 1 

計 7,878,700 2,586 1,307,180 1,148 

砧 

祖師谷 927,030 383 △9,920 33 

成 城 164,300 32 22,000 △26 

船 橋 1,141,400 1,179 343,750 502 

喜多見 1,284,140 2,257 17,995 99 

砧 813,556 613 432,756 540 

事務局 5,000 1 0 0 

計 4,335,426 4,465 806,581 1,148 

烏

山 

上北沢 351,500 64 △51,373 △15 

上祖師谷 462,000 15 △279,000 △41 

烏 山 256,734 54 △197,666 △35 

事務局 5,300 2 2,000 0 

計 1,075,534 135 △526,039 △91 

総
務  355,000 71 △10,000 △2 

総合計 23,209,782 14,745 5,561,032 8,148 
 

 



報 告 事 項 ８ 

令和４年６月２９日 

 総 務 課 

 

 

令和３年度応急貸付金等の償還免除について 

 

 

１．応急貸付金償還免除 

緊急援護金運営規程第８条３項に規定する応急貸付金の償還について、下記のとおり償還免除

と決定したので報告する。 

 

 
償還免除件数      ２件 

償還免除金額   ２０,５００円 

償還免除内訳 

単位（円） 

貸付年度 貸付額 償還額 償還残額 償還免除の根拠 

平成２４年度 ２５,０００ １０,５００ １４,５００ 借受人の死亡（規程第８条３項） 

平成２６年度 ９,０００ ３,０００ ６,０００ 借受人の死亡（規程第８条３項） 

計   ２０,５００  

 

 

【参考】 

緊急援護金運営規程（一部抜粋） 

（応急貸付金の償還） 

第８条  

 ３ 会長は、借受人の死亡、その他やむを得ない事情により償還することができなくなったと認

められる場合には、償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。 

 

緊急援護金運営規程応急貸付金運営細則（一部抜粋） 

（償還免除） 

第７条 規程第８条第３項に規定するやむを得ない事情とは、次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。 

（１）借受人が死亡した場合で、相続人及び保証人から償還させることが困難であると認められる

とき。 

―以下省略― 

 

 

 

 



２．ふれあいサービス利用料支払免除 

 ふれあいサービス事業債権管理実施細則第９条２項（１）に規定するふれあいサービス利用料の

支払について、下記のとおり支払免除と決定したので報告する。 

 

 

職権免除件数      １件 

職権免除金額  ２,２５２円 

職権免除内訳 

 

単位（円） 

利用年度 利用料 職権免除金額 償還免除の根拠 

令和３年度 ２,２５２ ２,２５２ 
利用者の死亡、債務の継承がなされていないため 

（細則第１１条１項） 

計 ２,２５２ ２,２５２  

 

 

 

【参考】 

ふれあいサービス事業債権管理実施細則（一部抜粋） 

（支払免除） 

第９条 利用者、費用負担者及び相続人の死亡、行方不明、その他やむを得ない事情により支払が

困難であると認められる場合には、利用料の支払を免除することができる。 

２．支払免除は、利用者及び費用負担者が次の各号に該当する場合に行うことができる。 

（１）利用者及び費用負担者が死亡した場合で、債務の継承がなされていないもの。 

―以下省略― 

（職権支払免除） 

第１１条 第９条２項の（１）、（２）及び（５）に該当し、利用者及び費用負担者のいずれもが死

亡又は行方不明のため免除申請が不可能なとき、及び時効が完成したときは、地域福祉課長は、ふ

れあいサービス利用料職権支払免除意見書（様式第７号）を会長に提出することができる。 

２．意見書を受理した会長は、ふれあいサービス利用料職権支払免除決定書（様式第８号）により、

支払の免除をする。 



令和４年６月２９日 

総 務 課 

 

 

 

令和４年度事業計画・予算書の資料訂正について 

 

 

 令和３年度第３回評議員会（決議があったものとみなされた日：令和４年３月２８日）

にてご同意をいただきました、令和４年度事業計画・予算書のうち、事業計画に誤記があ

ったため、訂正する。 
 

 

 【事業計画】（６）日常生活支援事業 ①ふれあいサービス 協力会員数実績。 

 

ページ （誤） （正） 

-13- 令和 2年度実績  681 名 令和 2年度実績  540 名 

-13- 令和元年度実績 1,360 名 令和元年度実績  673 名 

 

 

 

報告事項９ 



 
 
 
 

そ の 他 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 そ の 他 １  

令和４年６月２９日 
総 務 課 

 
 
 

令和４年度理事会・評議員会等スケジュールについて 
 
 

月 日 曜 会議・事業 時間 会場等 

11 4 金 第 3 回理事会 14 時～16 時 梅丘パークホール集会室 

11 24 木 第 2 回評議員会 14 時～16 時 梅丘パークホール集会室 

11 27 日 
第 20 回地域福祉推進大会

（※）1 
― ― 

3 13 月 第 4 回理事会 14 時～16 時 梅丘パークホール集会室 

3   第 3 回評議員会 調整中 調整中 

 
※１ 第２０回地域福祉推進大会は実行委員会で開催の可否を決定する。 


